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修に関する規程」改正（案）について 

6. 「科目等履修生規程」の改正について 

2008 1 22 

1.2007 年度兼業について（追加） 

2.「学則」改正（案）について 

3.「教授会規程」改正（案）について 

4.「教員資格審査規程」改正（案）について 

5.「教育開発支援センター規程」（案）について 

6.「学生懲戒規程」（案）について 

29 名 29 名 

2008 2 5 1.一般入学試験（前期日程）の判定について 28 名 29 名 

2008 2 14 1.センター入試（前期日程）の判定について 25 名 29 名 

2008 2 19 

1.専攻科（保育専攻）Ⅱ期入学試験の判定について

2.学生の異動について 

3.「技能審査による単位認定に関する細則」（案）

について 

27 名 29 名 

2008 2 26 1.一般入学試験（後期日程）の判定について 25 名 29 名 

2008 3 3 

1.学生の異動について 

2.2007 年度卒業判定について 

3.卒業再試験の受験について 

26 名 29 名 

2008 3 19 

1.2007 年度卒業再試験受験者の卒業判定について 

2.生活創造学科並びに英文科の廃止について 

3.専攻科（保育専攻）の募集停止について 

4.「予算委員会規程」（案）について 

5.学生の異動について 

6.2008 年度非常勤講師について 

7.2008 年度兼業について 

8.2008 年度予算配分について 

9.名誉教授の承認について 

25 名 29 名 

※定例教授会は 4 月、5 月、7 月、9 月、11 月、1 月、3 月の第 3 火曜日 

 

(3)学長もしくは教授会の下に教育・研究上の各種の委員会等を設置している場合は、

その名称と根拠規程、主な業務、構成メンバー、平成 19 年度の開催状況等を記述して

下さい。 

次の表のとおりである。 

◆ 参考資料２「尚絅学院規程集」参照 
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各種委員会 

№ 委員会名 根拠規程 主な業務 構成ﾒﾝﾊﾞｰ 平成 19 年度の開催状況 

 

 

1 

常
任
委
員
会 

宗教部委員会 教授会組織運営規程第 6 条 

常任委員会組織運営規程 

 

1. 学校礼拝に関する事項 

2. 宗教活動に関する事項 

3. 宗教部委員会の予算に関する事項 

4. 宗教部委員会の設置目的上必要と認められるその

他の事項 

部長 1 

部員５ 

（部長を含め各学

科 1 名） 

月例(8 月を除く) 

 

 

 

2 

教務部委員会 同上 1. 授業計画及び運営に関する事項 

2. 教育課程に関する事項 

3. 学籍及び卒業に関する事項 

4. 教職課程に関する事項 

5. 履修･試験及び試験に関する事項 

6. 資格課程に関する事項 

7. 教務部委員会の予算に関する事項 

8. 教務に関するその他の事項 

同上 同上 

 

 

 

 

3 

学生生活部委員会 同上 

 

 

 

 

 

 

 

1. 学生の福利厚生に関する事項 

2. 学生の課外活動に関する事項 

3. 奨学制度に関する事項 

4. 学生会活動の支援に関する事項 

5. 留学生の支援に関する事項 

6. 学生生活部委員会の予算に関する事項 

7. 学生のオリエンテーションに関する事項 

8. 学生生活に関するその他の事項 

同上 同上 
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4 

 

 

 

 

入募入試部委員会 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

1. 学生募集の企画立案に関する事項 

2. 募集活動の情報収集･結果集計及び分析等に関す

る事項 

3. 入学試験の企画立案に関する事項 

4. 大学入試センター試験に関する事項 

5. 入学試験結果累計･分析等に関する事項 

6. 入募入試部委員会の予算に関する事項 

7. 学生募集及び入学試験に関するその他の事項 

同上 

 

同上 

5 進路就職部委員会 同上 1. 学生の進路･就職の企画立案に関する事項 

2. 進路に関係する授業科目の運営に関する事項 

3. 求人開拓に関する事項 

4. 学生の編入学及び進学に関する事項 

5. 進路･就職の情報収集集計及び分析に関する事項 

6. 進路就職部委員会の予算に関する事項 

7. 進路･就職に関するその他の事項 

同上 同上 

 

 

6 

特
別
委
員
会 

人事計画委員会 教授会組織運営規程第 7 条 

人事計画委員会規程 

人事計画委員会運用規程 

1. 専任教員採用人事に関する事項 

2. 昇任人事に関する事項 

3. 非常勤講師任用に関する事項 

学長、副学長、 

短大学科長 1、 

大学学科長 5、 

研究科長 1、 

各学科 1 

6 月、7 月(2)、9 月、10 月、

11 月、12 月(2)、1 月、 

2 月 

 

 

7 

予算委員会 教授会組織運営規程第 7 条 

予算委員会規程 

1. 予算の編成･配分及び申請に関する事項 

2. 予算執行上、項目変更や追加設定、一定額以上の

金額変更、支出基準の変更等に関する事項 

3. その他、大学及び短期大学部の予算に関する事項

学長、副学長、大

学学科長 5、 

研究科長 1、 

短大学科長 1、 

図書館長 

7 月、10 月 

8 共通教育運営委員会 

 

教授会組織運営規程第 7 条 

共通教育運営委員会規程 

1. 共通教育に関するカリキュラムについて 

2. 共通教育に関する予算について 

学長、教務部長、

教授会において選

4 月、6 月、7 月、11 月 

12 月 
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3. 共通教育に関する科目担当人事について 

4. 共通教育に関する授業運営上の諸問題について 

5. その他、委員会が必要と認めた事項 

出された委員 (大

学３、短大 1) 

 

 

 

 

9 

図書館運営委員会 図書館規程第 4 条 

図書館運営委員会規程 

1. 図書館の運営、蔵書計画に関する事項 

2. 図書館予算の作成、配分及び決算に関する事項 

3. 図書館諸規程の制定、改廃に関する事項 

4. 図書館業務分掌に関する事項 

5. その他の事項 

館長１ 

委員 3 

 

4 月(2)、5 月、9 月、10 月

(2)、1 月、3 月 

 

10 

運営協議会 教授会組織運営規程第 5 条 

 

1. 教授会運営に関する規程の策定 

2. 教授会関係機関の連絡･調整 

3. 教授会の議案整理及び運営 

4. 学事暦の作成に関すること 

5. その他、学長が必要と認める事項 

学長、副学長、 

常任委員会部長

５、図書館長、（事

務長、総務課長）

月例(8 月を除く) 

 

 

11 

自己点検･評価委員会 学則第 2 条、自己点検･評価規

程 

1. 全学的な視点から点検･評価を行い、その結果を教

授会及び事務職員会議に報告する。 

2. 点検･評価に関する年次報告書を作成し公表する。

3. その他、第三者による外部評価の実施に必要な作

業を行う。 

学長、副学長、 

常任委員会部長

5、図書館長、ＡＬ

Ｏ，学科長 3、セ

ンター長 3、事務

長、事務部課長 6

7 月、10 月(2) 

 

 

12 

全学ＦＤ･ＳＤ委員会 ＦＤ・ＳＤ委員会規程 1. 活動の企画･立案･実施 

2. 活動の評価 

3. 活動に関する情報の収集と提供 

4. 活動記録の作成 

5. その他、ＦＤ･ＳＤに関連する事項 

副学長、学科選出

委員 6、事務長、

事務部課長 6 

6 月、9 月、10 月 
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(4)短期大学の運営全般について抱えている問題あるいは課題について差し支えがな

い範囲で記述して下さい。  
現在、女子短期大学部に設置されている学科は保育科のみであるが、2010 年には本

学科の四年制大学化を予定している。したがって、現保育科の教育の充実を図るとと

もに、来るべき四大化の準備を行わなければならない。このことを保育科全教員がよ

く認識し、自己点検・評価を行いつつ、教育研究にいっそうの努力を傾けることが、

短期大学部の最大の課題である。  
また、管理運営体制の点で、学科長や常任委員会部長の権限や責任が明確でないの

が現状である。激変する教育環境に対応し、迅速な意思決定ができるよう、これら各

部署の長の位置づけを明確化する必要がある。 
 
 
【事務組織について】 
 
(1)現在の法人全体の事務組織図を記載し、その中に短期大学の事務部門を記入して下

さい。また組織図には短期大学の事務部門の役職名(課長、室長相当者以上兼職の有無

を含む)、各部門の人員(専任・兼任の別を含む)、各部門の主な業務を含めて記入して

下さい。また事務組織が使用している部屋等は、機器・備品を含めて訪問調査の際に

案内いただきます。  
本学院は、大学院・大学・女子短期大学部・高校・中学・女子短期大学部附属幼稚

園を擁する法人であり、専任教職員数は 191 名、うち女子短期大学部は教員 15 名、事

務職員は大学・短大合わせて 28 名で組織されている。  
法人全体の事務組織図及び大学・短期大学の事務部門は以下のとおりである。 
 

(2)事務職員の任用(役職者の任免を含む)について現状を訪問調査時にご説明下さい。 
 
(3)事務組織について整備している諸規程名を列記して下さい。なお諸規程等は訪問調

査の際に拝見することがありますのでご準備下さい。  
事務組織に関わる主な規程は以下のとおりである。  

（尚絅学院規程集 第 1 編 法人）より抜粋 
・組織規程（組織図）  
・事務局職務権限規程  
・事務分掌規程 
・稟議規程  
・評議員候補者（職員）選出規程  

 ◆参考資料２「尚絅学院規程集」（pp.102-1～4、10～12、13～22、23～25、39～
40）参照 
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（総員6名）

(課長兼 佐藤正人)

（総員5名）

(事務長 佐藤正人) (課長 佐々木寿徳)

（総員兼務2名）

（総員9名）

(課長 小島広二)

（総員8名）

(課長 吉谷正樹)

（総員3名）

(課長 伊藤和子)

（総員4名）

（総員4名）

（総員1名）

(課長 木村久美子)

（総員2名）

（総員2名）

（総員2名）

（総員8名）

（総員1名）

（総員1名）

健康管理･健康相談･学生相談

幼稚園事務室

図書館事務室

事務室

保健センター

庶務･教務･会計･営繕･情報

図書資料の収集･貸出･返却･分
類､レファレンス

総務･庶務･経理･管財･保健･広
報

就職支援･進学･進路就職相談

図書資料の収集･貸出･返却･分
類､レファレンス

国際交流･生涯学習･地域貢献

コンピュータ実習室の管理･運
営

(事務長 木皿孝之)

(事務局長 菊池雅人)

情報システムセンター

エクステンションセンター

高等学校･中学校

事務部

(事務長 阿部達)
図書館事務室

庶務･人事･経理･管財

学籍･履修･授業･試験･諸届､願
受理･証明書発行

課外活動･学生会活動･奨学金･
住所変更

入学者募集･入学試験･広報

法人事務局 財　務　課

事　務　局

(課長 佐藤尚子)

教　務　課

総　務　課

大学･短期大学部事
務部

学生生活課

入試広報課

主な業務

（平成20年5月1日現在）

(課長 石橋秀司)

企画調整課

将来構想推進室

法人･企画･総務･人事･庶務･広
報･募金･管財

財務･会計･給与･厚生

学院将来構想計画立案

進路就職課
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(4)決裁処理の概要と流れ、また公印や重要書類(学籍簿等)の管理、防災の状況、情報

システムの安全対策等の現状を記述して下さい。 
1)決済処理の概要と流れ 

｢尚絅学院固定資産及び物品調達規程｣に基づき、物件の調達は理事長が統括(第 3
条) し、学長は所管物件の調達責任者として、①予算化された 1 件 10 万円以上の物

件取得の決裁、②予算化されていない備品･用品取得の決裁、③契約の決裁を行う(第
4 条) 。また、事務長・学科長・科長は物件管理者として①予算化された 1 件 10 万

円未満の備品･物品の決裁、②契約書の稟議作成を行う（第 5 条）。 
なお、2008 年 5 月から申し合わせにより、学長の権限の一部を副学長または事務

長に委譲し、学長の業務軽減並びによりきめ細やかな運営を図っている。  
 

2)公印や重要書類の管理 
公印は「学校法人尚絅学院公印取扱規程」に則り管理している。具体的には、管

理責任者を設け、法人に関わる公印は法人事務局長が管理し、短期大学に関わる公

印は短期大学事務長が管理している。 
また、文書は、｢尚絅学院文書取扱規程｣「尚絅学院文書保存規程」に則り、総括

責任者を法人事務長及び短期大学事務長と定め管理している。文書の保存期間はそ

の重要度に応じて①永久保存、②10 年保存、③7 年保存、④5 年保存、⑤1 年保存と

している。なお、学籍簿、卒業生原簿、成績原簿等は「重要文書」として永久保存

し、「非常持出」として保管している。 
 

3)防災の状況  
「尚絅学院防火管理規程」や「尚絅学院大規模災害時対応に関する規程」、「消防

計画」等を定めている。具体的には「防災マニュアル」を作成し、学生･教職員が常

時携帯できるよう手帳等に掲載するとともに、定期的に避難訓練を実施している。

なお、伝染病や風水害による授業の休講措置についての申合せ等について現在検討

しているところである。 
また、本学が所在する名取市と本法人が 2006 年 3 月に「防災協定」を締結し、協

力関係を密にしていこうとしているところである。  
 

4)情報システムの安全対策 
現在教学システムと事務システムの 2 つがあり、教学システムについては教育研

究に関わるネットワーク全般について、情報システムセンターが管理している。具

体的には、業者と契約してセキュリティに対応している。また、事務システムにつ

いては、総務課管理係が担当し、業者との契約によりセキュリティの確保を図って

いる。現在、法人全体で「情報セキュリティ委員会」を立ち上げ、全学の組織的対

応を検討中である。  
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(5)事務職員は教員や学生から支持され信頼されているか、できれば事務組織の責任者

(事務局長等)が現状を率直に記述して下さい。 
（大学・女子短期大学部事務長） 

昨今、教職員が協力して遂行する諸活動が多くなってきており、お互いの連携と信

頼関係によって運営されている。  
また、学生生活アンケート調査（2007 年 3 月実施）によると、保育科学生の事務室

についての満足度は、「普通」が 59.9%、「やや高い」または「高い」が 26.7%であり、

事務室の機能に対する支持が読み取れる。しかし、「やや低い」または「低い」も 9.3%
あり、不満の具体的内容の把握と対応が求められる。  

 
(6)事務組織のスタッフ・ディベロップメント(SD)活動(業務の見直しや事務処理の改善

等、授業改善を支援する職員等の研修等、事務職員の能力開発、内部研修、外部への

研修等)の現状を記述して下さい。  
外部での研修会に参加した事務職員は研修報告を提出し、学院全体で 1 年に 1 回「研

修報告集」を編み、成果の共有を図っている。 
2003 年度から大学･短大の教職員により、ＦＤ・ＳＤ委員会を組織し、全学的な課

題に関し合同で研修している。ＳＤとしては、2004 年度までは外部研修並びに他大学

の視察研修を中心に行っており、2006 年度からは外部研修に加えて事務職員対象の研

修会を計画的に開催している。  
 
  2007 年度ＳＤは次のとおりである。 

月 日 テーマ 備 考 
6 月 13 日  

 
「対応に苦慮する学生への窓口対応」  
   発題者：人間心理学科教授 荒川由美子 

学生相談室ｶ

ｳﾝｾﾗｰ、学生

生 活 部長 陪

席 
9 月 20 日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＦＤ・ＳＤ合同（講演と分科会） 
① 特色ＧＰ申請の取組報告  
② 講演「尚絅学院大学に期待するもの」 
   講師：東北大学副学長 荒井克弘 
③ 分科会 

1) 教育改善のための体制（授業評価、修学支援、共通

教育、高大連携等） 
2) 大学教育とは何か 
3) 地域とともにどう歩むか（本学の地域･社会貢献に

向けて） 
4) 若者の現在（課題を抱える学生への対応）  

教員と合同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 月 25 日  

 

「設置基準改正・教員免許法の改正について」 
  報告：教務課長、教務課員 
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10 月 23 日  

 

「大学予算について」 
  説明：総務課長 

 
 

12 月 28 日  ① 学士課程教育の再構築（中央教育審議会大学分科会）

について 
   説明：教務課長 
② 公的研究費の管理運営体制について 

説明：総務課長 
③ 短期大学基準協会による第三者評価について 
   説明：総務課員 

副学長（前Ａ

ＬＯ）陪席 
 
 
 
 

 
(7)短期大学の事務組織が抱えている問題あるいは課題について差し支えがなければ

記述して下さい。  
 現在、本学では事務職員の補充は臨時職員でなされることが多く、専任職員の数が

不足している。専任職員と臨時職員の業務の区分があいまいになり、見直しが急務で

ある。 
 
 
【人事管理について】 
 
(1)教職員の就業について、現在、短期大学が抱えている問題あるいは課題について差

し支えがない範囲で記述して下さい。なお教職員の就業についての規程(就業規則、給

与規程等)を訪問調査の際にご準備下さい。  
教員においては、正規担当時間数に加え実習見回り、その他校務にかかる業務など

で研究に時間が取りにくい状況がある。事務部門では、抱える業務が多様化・複雑化

し全体を見通しての業務ができにくくなってきている。また部署による業務量の偏り

がありそのため超過勤務も多く発生している。 
◆参考資料２「尚絅学院規程集」（pp.103-1～19,104-1～17）参照 

 
(2)法人(理事長及び理事会等)と短期大学教職員の関係について、できれば理事長及び

学長がそれぞれ記述して下さい。  
（理事長）  

適宜開催する学院全体の研修や礼拝などを通して日頃顔を合わせることも多く、ま

た将来構想や中長期経営計画等については、全体説明会を開催し直接教職員との質疑

応答の場を設けるなどして相互理解・信頼を深めており、良好な関係が築かれている。 
（学長）  
  学長と附属幼稚園長（短期大学の教員）が理事であり、理事会の審議内容のうち

必要事項を教授会の場で学長報告の一部として説明するシステムをとっている。特

に重要な問題については、教授会開催時、それに先立って理事長が直接理事会の意

向や考えを伝え、質疑応答する方式をとっており、両者の立場の相互理解が適切に
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図られていると考える。  
 
(3)教員と事務職員との関係について、できれば学科長等及び事務局長がそれぞれ記述

して下さい。 
（学科長）  

事務職員と教員の連携の重要性は、双方によく理解されており、メールの活用によ

り、以前より連絡がとりやすくなっている。しかし、事務職員と教員との仕事内容の

分担については、絶えず確認が必要であると考える。  
（事務長）  

教授会に事務の各課長が陪席している他、諸委員会には必ず事務職員が構成メンバ

ーあるいは事務担当者として加わっており、教員と事務職員との情報共有と協力関係

は良好である。しかし、組織におけるそれぞれの役割について整理すべき点もある。  
 

(4)教職員の健康管理、就業環境の改善、就業時間の順守等の現状を率直に記述して下

さい。  
教職員の健康管理については健康診断を毎年 9 月に行っており、当日受診できない

場合には学校の指定施設において受診できるようにしている。また 35 歳以上の人間ド

ック受診を含む健康診断受診率は、法人全体で 91.1％（2007 年度）である。なお、各

自の健康管理のサポートをするために、産業医による健康相談を年 2回行っているが、

2007 年度相談件数は 0 件だった。また、所属長と衛生委員による衛生委員会において

産業医の所見に基づいた教職員の状況を点検している。就業環境を守るため、2007 年

度から法人全キャンパス内での禁煙を実施している。また育児休業・介護休業・病気

休暇等は法令に沿って、または法令を上回る整備を行っている。就業時間を越える勤

務については、組合または労働者代表と 36 協定を締結し労基署に届けている。過去一

ヶ月に 45 時間以上の時間外労働を行い、かつ健康診断の結果、健康に問題があると認

められた場合には産業医の面接を受けることになっている。 
 
 
【特記事項について】 
 
(1)この《Ⅷ管理運営》の領域で示した評価項目や評価の観点の他に、管理運営につい

て努力していることがあれば記述して下さい。  
「就業規則」「給与規程」「旅費規程」「セクシャルハラスメントの防止に関する規程」

などこれら就業に関する規程については、『尚絅学院規程集』にまとめて記載し、教職

員全員に配布し徹底を図っていたが、2008 年 2 月から法人インフォメーションサイト

を立ち上げ利用の便を図っている。今後は規定改正のたび差し替えなどの手間がなく

なり、常に最新の状態で利用できるようになっている。また業務対応に遺漏が生じな

いよう各学校の担当者研修を随時行っている。 
 
(2)特別の事由や事情があり、評価項目や評価の観点が求めることが実現(達成)できな
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いときはその事由や事情を記述して下さい。  
 

 
 
 

Ⅸ 財務 

 
【財務運営について】 
 
(1)学校法人もしくは短期大学において「中・長期の財務計画」を策定している場合は、

計画の名称、策定した経緯等を簡潔に記述して下さい。なお中・長期の財務計画は訪

問調査の際に参考資料として拝見いたしますのでご準備下さい。  
「学院中長期経営計画」（2007 年 9 月制定）については、2007 年 11 月 22 日に全学

院教職員対象に説明会を行った。本計画は、「学齢人口の減少」が止まる 2008 年度か

らの 10 年間の状況を認識し「学院将来構想」の推進のために、教育環境の整備、健全

な財政基盤の確立、学生・生徒・園児の恒常的な確保などについて中長期（5～10 年

間）のマスタープランを策定した。 
◆参考資料１６「学院将来構想を推進するための骨子」参照 

◆参考資料１７「学院中長期経営計画」参照  
 

(2)学校法人及び短期大学の毎年度の事業計画及び予算決定に至る過程、手続を簡潔に

記述して下さい。  
 毎年 9 月に次年度予算（事業計画）の申請について周知し、11 月回収し要求内容を

まとめている。12 月に学科ごと、部署ごとの事業計画の把握のために、ヒヤリングを

行っている。短期大学部の重点計画の確認、計画年度の確認、予算枠の通知、再調整

などを 1 月中旬まで行う。1 月末には大学・短期大学部の予算調整を終え、学校法人

全体の計画と突合わせ、予算委員会を経て 2 月教授会で予算額を公表・決定する。理

事会では 3 月に予算審議が行われ、学生数の減少等予定外の変更点がある場合には、

理事会後、各予算部門へ通知する。 
 
(3)決定した予算の短期大学各部門への伝達方法、予算執行に係る経理、出納の業務の

流れを必要な承認手続きを含めて簡潔に記述して下さい。なお経理規程等の財務諸規

程について、整備している規程名を列記して下さい。財務諸規程は訪問調査の際に参

考資料として拝見いたしますのでご準備下さい。 
予算の伝達は、正式には理事会から学長へ理事会決定後伝わることになるが、次年

度の教育予算最終内示については、2 月教授会に間に合うように伝達する。事務部門で

は法人事務局財務課から大学・短期大学部総務課へ予算の決定が伝えられる。総務課

は、教授会で公表し、予算単位ごとに通知する。 
また、予算は目的科目ごと、部署ごとに配分し、予算執行にあたっては、予定した

予算項目等を出金承認伝票に記載し、決裁、出金する。予算単位ごとに予算差引きを
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行っている。また、予算項目外の支出は原則認めないが、稟議書によって認められる

ケースもある。  
関連規程：「学校法人尚絅学院経理規程」「尚絅学院固定資産及び物品調達規程」「尚

絅学院固定資産および物品管理規程」「尚絅学院大学予算委員会規程」 
◆参考資料２「尚絅学院規程集」  

(pp.108-1～7、19～21、22～28、p.203-30)参照 
 
(4)過去 3 ヶ年(平成 17 年度～19 年度)の公認会計士監査状況の概要を開催日順に記述

して下さい。公認会計士の監査と監事がどのように連携しているか、また公認会計士

から指摘を受けた事項があれぱ、その対応について記述して下さい。  
 

公認会計士による監査実施状況(2005 年度～2007 年度) 
年 月 日 概 要 備考 

2005 4 1 現金監査  
 10 1 現金監査  
 12 7 中間監査  

2006 4 1 現金監査  
 5 8 監査（8.9.10.11 日） 基本金取崩しに

ついて指導、確認 
 5 12 公認会計士と監事との意見交換会  
 10 1 現金監査  
 12 5 中間監査  

2007 4 1 現金監査  
 5 7 監査（7.8.9.10 日） 長期有価証券の

資産計上の指導 
 5 11 公認会計士と監事との意見交換会  
 10 1 現金監査  
 12 7 中間監査  

2008 4 1 現金監査  
 5 7 監査（7.8.9.10 日） 基本金の計上方

法について指導 
 5 21 公認会計士と監事との意見交換会  

 公認会計士、監事による監査終了後、監事、会計士、理事長、常務理事、事務局長

等の出席により、意見交換を開催している。この際、直接会計士から監事に対して詳

細な監査報告があり、相互に連携を取っている。なお、指摘を受けた事項はない。  
 
(5)財務情報の公開は今までどのように行ってきたか、また私立学校法第 47 条第 2 項

に基づき、財務情報の公開をどのように実施しているか。それぞれの概要を記述して

下さい。  
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 財務諸表の各学校等事務室への学内掲示は、従前から行っており各学校事務長、予

算担当者にも直接配布している。  
2006 年 6 月に 2003,2004,2005 年度事業報告の一部として資金収支計算書、消費収

支計算書、貸借対照表、財産目録、監事の監査報告書をホームページで公開した。併

せて直近年度の事業計画、経年比較の財務比率表も掲載している。今後も継続して掲

載する予定である。  
 また、2007 年 1 月 26 日付けで「学校法人尚絅学院書類閲覧規程」を定め、私立学

校法第 47 条第 2 項の規定ならびに本学院寄附行為第 36 条の規定により、利害関係人

に対する閲覧請求に対応することとした。  
 
(6)寄附行為に基づき、どのような基本方針で資金等の保有と運用を考えているか簡潔

に記述して下さい。なお資金等の保有と運用に関する規程等が整備されていれば、訪

問調査の際に参考資料として拝見いたしますのでご準備下さい。  
資金の保有と運用は、「寄附行為」「経理規程」「資金運用規程」により、安全性、流

動性を確保した上で、効率的な方法で行っている。  
◆添付資料５「学校法人尚絅学院寄附行為」参照 

◆参考資料２「尚絅学院規程集」（pp.108-1～8）参照 
 

(7)寄附金・学校債の募集を行っていればその概要を記述して下さい。なお寄附金・学

校債の募集についての印刷物等を訪問調査の際に参考資料としてご準備下さい。  
2008 年 5 月 1 日現在、特定目的の寄附金募集は行っていないが、後援会や尚学会な

どから毎年寄附を受けている。※6 月から新たな募金事業を開始している。  
 
 
【財務体質の健全性と教育研究経費について】  
 
(1)過去 3 ヶ年(平成 17 年度～19 年度)の資金収支計算書・消費収支計算書の概要を、

別紙様式 1 にしたがって作成し、添付して下さい。  
◆添付資料８「資金収支計算書・消費収支計算書の概要」参照  

 
(2)平成 20 年 3 月 31 目現在の貸借対照表の概要を、別紙様式 2 にしたがって作成し、

添付して下さい。  
◆添付資料９「貸借対照表の概要」参照  

 
(3)財産目録及び計算書類(資金収支計算書、資金収支内訳表・人件費支出内訳表・消費

収支計算書・消費収支内訳表・貸借対照表・固定資産明細表・借入金明細表・基本金

明細表)について、過去 3 ケ年(平成 17 年度～19 年度)分を訪問調査の際に参考資料と

してご準備下さい。  
◆参考資料１８「財産目録及び計算書」参照  
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(4)過去 3 ヶ年(平成 17 年度～19 年度)の短期大学における教育研究経費比率(消費収支

計算書の教育研究経費を帰属収入で除した比率)を、小数点以下 2 位を四捨五入し１位

まで求め記述して下さい。  
 

教育研究経費比率(平成 2005 年度～2007 年度) 
 

区 分 2005 年度 2006 年度 2007 年度 
教育研究経費支出  (a) 194,629 千円 163,040 千円 124,657 千円

帰属収入      (b) 1,141,824 千円 1,003,089 千円 659,315 千円

教育研究経費比率 (a)/(b) 17.0％ 16.3％ 18.9％

 
 
【施設設備の管理について】  
 
(1)固定資産管理規程、図書管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等、施設設備等の管

理に関する諸規程を、財務諸規程を含めて一覧表として示して下さい。なお整備した

諸規程を訪問調査の際に参考資料としてご準備下さい。  
『尚絅学院規程集 第 1 編 法人』より抜粋 

・ 「学校法人尚絅学院経理規程」 

・ 「尚絅学院固定資産及び物品調達規程」 

    ・ 「尚絅学院固定資産及び物品管理規程」 

        ・ 「尚絅学院大学図書館利用規程」 

        ・ 「尚絅学院防火管理規程」 

・ 「尚絅学院大規模災害時対応に関する規程」  
◆参考資料２「尚絅学院規程集」（pp.108-1～7、19～21、22～28，pp.204-3～4、

pp.102-59～61、82～84）参照 
 
(2)火災等の災害対策等、以下の危機管理対策について現状を簡潔に記述して下さい。 

①火災等の災害対策  
「尚絅学院防火管理規程」に基づき、学院長を委員長とし、所属長を委員とする

防火委員会を設け、消防計画および実践、避難や消防施設の維持改善、防火上の調

査・研究・防火思想の高揚などを行っている。また、火災予防点検検査体制を整備

し、防火管理者(事務長)のもとに防火主任、その他の班長を置き、火災予防のため、

設備･器具の整備に努めている。これらの体制については、毎年度自衛消防組織、防

火管理編成表として作成し、消防機関（名取消防署高館出張所）に提出するととも

に、学内各部署に掲示し教職員各自の役割周知を図っている。 

  短期大学の敷地は周囲が里山に囲まれているため、自然林火災には十分な注意を

払っている。対策としては、ボランティア学生の協力を得て職員による枯木の伐採

処理や折り重なった樹木の剪定等を毎年実施している。また、敷地内全面禁煙を就

業規則、学生諸規程に定めており、学生部教職員の巡回による指導徹底を行ってい
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る。火災等の事故は起きていない。 

大型地震による災害対策として「尚絅学院大規模災害時対応に関する規程」を定

め、「地震等の大災害対策指針と行動マニュアル」を作成し、災害発生時の基本的対

処や、災害本部・各種防災班の設置等、災害時の体制を構築している。短期大学で

は、災害規模に応じた段階的な対応(通知方法・誘導方法)を整備すると共に、学生

手帳や『学生生活 Guide Book』に避難場所を記載し周知している。 

また、2007 年 3 月 22 日に名取市と「災害応急対応の協力に関する協定」を締結し、

避難場所、食料・生活物資の集積場所として大学施設の一部を提供すると共に、学

生災害ボランティアを派遣することとした。また、名取市の総合防災訓練（2007 年

6 月 16 日、愛島小学校にて）に本学院からも参加し、行政･民間と協力した体制を築

き上げている。 

②防犯対策  
警備会社との委託契約により 24 時間体制で警備員を常駐させ、学内警備の徹底を

図っている。警備員による構内巡視の他、夜間特定区域の機械警備(警備会社と直結

した防災システムを含めた管理)などのシステムも合わせて導入している。通常、訪

問者には警備員室で氏名・用件・行先を確認し、来客用ネームプレートを付けてい

ただくこととしている。 

管理棟から離れた場所にある図書館には、防犯上緊急時用ブザーが設置され、有

事には警備員が現場に急行するシステムをとっている。蔵書管理については、ＢＤ

Ｓを設置して対応している。 

また、地域自治会役員と年 2 回程度懇談会を開催し、地域の情報を収集し、学生

が加害者や被害者とならないよう対策を講じている。 

さらに、「尚絅学院公益通報者保護に関する規程」を定め、教職員・学生が関与し

た様々な違反・違法行為に対して、学外からの通報により早急な対策を講じられる

ようにしている。 

③学生、教職員の避難訓練等の対策 
消防訓練・避難訓練は名取消防署の協力を得て毎年実施することにしている（2007

年度は実施できなかったが、2008 年度は 4 月 23 日実施した）。さらに、実際に災害

を想定した大規模訓練を実施する中でマニュアル等を点検するため、名取市役所防

災安全課と協議して、本学キャンパスを会場にした自治体・市民・消防署・警察等

による総合防災訓練を実施することを計画している。 

④コンピュータのセキュリティ対策 
情報システムセンター長の下に、ネットワークセキュリティ等を担当するネット

ワーク技術職員等を置き、ネットワークの管理運営をはじめ情報化の推進やコンピ

ュータ実習室の管理運営・授業支援にあたっている。 

情報機器のセキュリティ対策については、専門業者との間で適宜な保守契約のも

と一定のセキュリティ対策を講じており、これまでネットワークセキュリティに起

因する大きな問題は生じていない。しかし、報道される事故例から、現状の使用方

法には多くの問題があると判断しており、2007 年度より全学院的な情報セキュリテ

ィ委員会を発足させ、セキュリティポリシーの制定と管理体制の構築を進めている。
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情報資産の機密性・安全性・可用性を高め、セキュリティに対する侵害行為の抑止

と防御について、基本となるシステムを構築する予定である。 

⑤省エネ及び地球環境保全対策 
従来から、裏紙利用や学内印刷物の削減、各部署に廃紙分別ボックスを配置する

等の紙使用削減に取り組んできたが、2007 年度より紙資源リサイクルの取組みを全

学的に行い、セキュリティに充分配慮した業者と、廃紙処分の委託契約を結んでい

る。 

節電については、従来どおり、廊下など必要以上の点灯を行わないこと、授業後

の教室は必ず消灯する等、教職員一人ひとりが細かな対応を心がけている。また、

節水バルブの取り付けによりトイレの使用水量抑制を実施し、成果を得ている。 

暖房については、運転基準温度を外気温 12 度に設定すると共に、運転時間は 7 時

30 分から 17 時とし、昼食時、16 時 30 分以降の暖房は余熱循環で対応している。ま

たボイラー運転中は、担当職員が小まめに教室等を廻り、室温を調整し、過剰なエ

ネルギー消費は行わないようにしている。 

学生活動によるエコサークルが、教員がサポートする形で立ち上がり、売店等レ

ジ袋の削減運動、食堂等で使用する割り箸の回収を行っている。 

本学を取巻く里山には、貴重植物群や里山ならではの樹木が多いことから、学生

が自由に散策できるよう、学生ボランティアの協力を得て 150ｍの遊歩道を建設し、

道の周辺には樹木名と草花名を記した 50 枚の説明板を取り付けている。幼児教育に

携わる保育科学生が、自然との共生を学び、地球環境を大切にする心を養う場所と

なっている。 

 ⑥その他  
「学校法人尚絅学院経理規程」のもとに「尚絅学院固定資産及び物品調達規程」

及び「尚絅学院固定資産及び物品管理規程」を定め、法人財務課と大学総務課の指

導により、管理部署(科・課)毎に管理を行っている。備品は購入時においてコンピ

ュータによる備品登録を行い各備品に備品番号を取付けている。登録備品について

は、毎年 1 度、科毎に備品等の照合作業を行い、その結果については総務課に報告

されている。規程では物件管理及び調達の統括を理事長に、所管物件取得の決裁を

学長としているが、その職務の一部を物件管理者である事務長と学科長に委ねてい

る。また、物件管理者の下に物件担当者を配置し、日常の物件管理を行わせている。 

消防設備、警報機、緊急放送設備については、法令に基づき点検し、不具合の箇

所については優先的に措置しているが、非常放送設備については形式が古くなった

ことから 2008 年度にリニューアルのための予算を計上した。 

 
 
【特記事項について】  
 
(1)この《Ⅸ財務》の領域で示した評価項目や評価の観点の他に、財務管理について努

力していることがあれば記述して下さい。  
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(2)特別の事由や事情があり、評価項目や評価の観点が求めることが実現(達成)できな

いときはその事由や事情を記述して下さい。 
 
 
 
 
X 改革・改善 

 
【自己点検・評価について】  
 
(1)短期大学では自己点検・評価を、短期大学の運営のなかでどのように位置づけてい

るか、また自己点検・評価を実施するための組織、規程等の整備状況を記述して下さ

い。また今後、自己点検・評価をどのように実施しようと考えているかについても記

述して下さい。  
本学では、学則第 1 章に定めているように、自己点検・評価を「教育研究水準の向

上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため」に必須な活動として位置づけ

ている。そのため、「学校法人尚絅学院自己点検・評価に関する規程」に基づき、女子

短期大学部に学長を委員長とする「自己点検・評価委員会」を設置している。構成員

として、副学長、ALO に加え、各部署の長を配置し、各部署が直接的に自己点検・評

価に関わり、その結果を円滑に教育・研究、管理運営等に活用できるようにしている。

また、審議・意思決定機関である本委員会の下部組織として「自己点検・評価専門委

員会」を設け、自己点検・評価業務の調整、報告書の編集・整備を行うこととしてい

る。 
規程に関しては、「学校法人尚絅学院自己点検・評価に関する規程」に基づき、「尚

絅学院大学女子短期大学部自己点検・評価委員会規程」を整備している。  
なお、自己点検・評価委員会の他に、本学の執行機関である運営協議会が、自己点

検活動の一環として、2006 年度より各委員会及び各センターに、また 2007 年度より

これに学科を加えた各組織に、年度ごとの総括文書の提出を求めている。  
今後も自己点検・評価委員会を中心に自己点検・評価活動を積極的に推進し、それ

を学校全体のさらなる改善に繋げたいと考えている。  
◆参考資料２「尚絅学院規程集」（pp.203-59～60）参照 

 
(2)過去 3 ヶ年(平成 17 年度～19 年度)の自己点検・評価報告書の発行状況を記述して

下さい。またその報告書の配付先の概要を記述して下さい。なお過去 3 ヶ年(平成 17
年度～19 年度)にまとめられた自己点検・評価報告書を訪問調査の際にご準備下さい。  

2005 年度に、『自己点検・評価報告書 2003～2004 年度 尚絅学院大学女子短期大学

部』を作成し、日本短期大学協会、短期大学基準協会他、近隣短期大学などに配布し

た。 
◆参考資料１９「自己点検・評価報告書 2003～2004 年度 尚絅学院大学女子短期大

学部」参照  
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【自己点検・評価の教職員の関与と活用について】  
 
(1)平成 19 年度までに行った自己点検・評価に関わった教職員の範囲を記述して下さ

い。また今後、どのような教職員の関わり方が望ましいと考えているかを記述して下

さい。  
1)本学の自己点検・評価は自己点検・評価委員会主導で行っており、女子短期大学

部当委員会の構成は以下のとおりである。  
・委員長：学長 
・教学系構成員：副学長、ALO、宗教部長、教務部長、学生生活部長、入募入試部

長、進路就職部長、図書館長、保育科長、情報システムセンター長、エクステン

ションセンター長、保健センター長 
・事務系構成員：大学事務長、総務課長、教務課長、学生生活課長、進路就職課長、 

入募入試課長、図書課長 
※ただし、ALO は保育科長が兼ねているので、2008 年 4 月現在、計 20 名をもっ

て組織している。 
2)運営協議会が要請する年度ごとの総括は、各委員会、センター、学科が自己点検・

評価を行うものであり、教職員の大半が関わる。なおこの総括は、その性格から言

って、本学の執行機関である運営協議会よりも自己点検・評価委員会の所轄事項で

あることとするのが妥当であり、2008 年度に移譲した。 
3)学生による授業評価は、非常勤講師を含め全教員が関わっている。 
4)自己点検・評価は全学的に行われてこそ効果をあげることができると思われるの

で、現行のように、できるだけ多くの教職員が多様な視点で関わり、自己点検・評

価活動を学校運営の改善に繋げていくことが望ましいと考えている。 
 
(2)平成 19 年度までに行った自己点検・評価結果の活用についてその実績を記述して

下さい。また今後、自己点検・評価の結果をどのように活用しようと考えているかに

ついても記述して下さい。  
これまで自己点検・評価委員会は、主な所轄事項として、報告書作成、学生による

授業評価及び学生アンケート実施の活動を展開している。その結果の活用については、

以下のとおりである。  
1)報告書 

2005 年度に『自己点検・評価報告書』を各部署分担執筆による全学態勢で作成し、

これを全教職員に配布、本学の現状や課題について認識を共有できるようにした。

さらに、この報告書を 2006 年に行った外部評価のための資料として使用し、後述す

るように、指摘された問題点の改善に努めた。 
2)学生による授業評価  

  全教員が年度担当科目の中から一つ以上を選び、評価を受けている。結果は各教

員に文書で配付し、教育の質の向上に活かすことができるようにしている。さらに

専任教員には、実際の改善に繋がるように、文書による結果分析、授業改善案の提

出を求めている。 
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3)卒業時における学生アンケート 
  2007 年 3 月に卒業直前の全学科学生を対象として、学生生活全般にわたるアンケ

ートを実施した。各関連部署は結果分析、課題設定、改善策策定を行い、文書で提

出、それらを結果とともに小冊子にまとめ刊行した。2008 年 3 月にも同様のアンケ

ートを実施し、現在結果を集計中である。課題がどこまで解決しているかを確認し、

継続的な改善に繋げるよう、学生アンケートは今後毎年同じ要領で行うことにして

いる。 
  さらに、運営協議会が求める年度ごとの各部署総括に関しては、各委員会、セン

ター、学科が前年度課題、取組と到達点、評価、改善方策を文書で提出し、まとめ

たものを教授会で配布している。翌年度、各部署は改善の状況をチェックしながら、

前年度と同様の形式による自己点検・評価を行っている。 
  
 
【相互評価や外部評価について】  
 
(1)平成 19 年度までに行った相互評価及び外部評価の概要を示し、評価結果の活用に

ついてその実績を記述して下さい。  
 短期大学部では、以下のとおり外部評価を行った。  
・日時：2006 年９月 21 日（木）12:00－16:30 
・外部評価委員：国際学院埼玉短期大学副学長  大野博之氏 
        筑波大学人間総合科学研究科長 清水一彦氏 
        湘北短期大学教授・前学長   山田敏之氏 
・実施要領 
   時間       プログラム   会場  
 12:00－13:00  昼食   同席：理事長、学長、ALO  法人応接室 
 13:00－13:30  学内見学 案内：事務長、ALO  
 13:30－16:30 
 

本学短期大学部「自己点検・評価報告書 2003
－2004 年度」についての全体概評及び座談

会  
司会：ALO 同席：理事長、学長、事務長等

＊全体概評は評価委員各 15 分くらいずつ  
＊座談会は教学に関するテーマにそって進

行 
＊適時休息  

 法人会議室 
 

 上記全体概評及び座談会については、その概略を教授会に報告するとともに、改善

に活用できるよう記録を各部署に配布した。外部評価委員からは概ね良好な評価を得

たが、改善点として主に、①報告書の書き方（整合性、定量的記述への配慮など）②

研究促進体制（科学研究費補助金獲得への取組み、研究についての FD 開催等）③管理

運営体制（権限や責任の明確化等）について指摘を受けた。①については、自己点検・



 100

評価委員会で確認し、本報告書において実現できるよう努力している。②に関連して、

科学研究費補助金申請の呼び掛けを教授会、学科会等で行い、申請数の増加につなが

った（前年度まで 1 件に対し、2008 年度は 4 件に増加）。また、2006 年 10 月 20 日の

全学 FD・SD 集会において東北大学名誉教授神尾好是氏による講演「大学における研究

の使命」を開催し、活発な質疑応答があった。③に関しては、現在、部長、学科長の

位置づけの明確化を検討中である。 
 
(2)相互評価や外部評価を実施するための組織、規程等の整備状況を記述して下さい。

また今後、相互評価や外部評価をどのように実施しようと考えているかについても記

述して下さい。  
自己点検・評価委員会が実施の決定を行い、教授会に報告した上、副学長を長とす

る自己点検・評価専門委員会が準備に当たる。相互評価や外部評価は自己点検・評価

委員会規程に基づいて行う。  
短期大学部は、2008 年に短期大学基準協会による認証評価を受け、2010 年には四

大化を予定しており、相互評価や外部評価の今後の実施は考えていない。  
 
【第三者評価(認証評価)について】  
 
(1)第三者評価を実施するための学内組織の概要を記述して下さい。 
 「学校法人尚絅学院自己点検・評価に関する規程」に基づき、法人並びに短大の自

己点検・評価委員会が分担し合いながら報告書を作成し、合同委員会である「連絡協

議会」で大枠を協議するシステムとしている。具体的準備は、短大の自己点検・評価

委員会の下部組織である自己点検・評価専門委員会が行っている。この委員会は、副

学長、ALO（保育科長）、保育科教員 1 名、総務課事務職員 1 名の 4 名で構成され、法

人事務局長が陪席している。  
 
(2)第三者評価に当たって短期大学の決意を述べて下さい。理事長、学長、各部門の長

及び ALO(第三者評価連絡調整責任者)がそれぞれ記述されても結構です。 
（理事長）  
  これまで、女子短期大学部と法人が協力して自己点検・評価作業を行い、短大や

法人が抱えている課題や改善点が明らかになってきた。 
  本学院では、2010 年度に大学の総合人間科学部に保育系の学科を設置する予定で

ある。自己点検・評価に加え、第三者評価の意見を踏まえて、これを学生や地域社

会の要請に応える教育改革の機会としていきたい。  
 

 

【特記事項について】  
 
(1)この《X 改革・改善》の領域で示した評価項目や評価の観点の他に、例えば評価に

関する教職員への研修の実施等、当該短期大学が改革・改善について努力しているこ



 101

とがあれば記述して下さい。  
 
(2)特別の事由や事情があり、評価項目や評価の観点が求めることが実現(達成)できな

いときはその事由や事情を記述して下さい。  
 




